
市民１人あたりに使わ
れる市のお金

７５万円

市民１人あたりが負担
する税金（市税）

１２万円

１世帯あたりに使わ
れる市のお金

169万円 

１世帯あたりが負担
する税金（市税）

２８万円 

平成30年度予算執行状況

◆算出方法◆
市民（世帯）に使われるお金＝総予算 ÷ 人口または世帯数
市民（世帯）が負担する税金＝市税予算 ÷ 人口または世帯数
※平成30年9月30日現在の
　人口　32,094人　世帯数　14,234世帯

地方交付税

市税

市債

国庫支出金

府支出金

繰入金

地方譲与税

その他

39億7,562万円
26億3,788万円（66.4%）

29億2,660万円
0万円（0.0%）

6億6,500万円（35.9%）
18億5,108万円

15億7,812万円
8,841万円（5.6%）

15億5,642万円
0万円（0.0%）

1億9,900万円
5,319万円（26.7%）

25億6,847万円
15億6,875万円（61.1%）

64億593万円（67.7%）

予算額  　２４１億１,９６６万円
収入済額　114億1,916万円
収入率　　　　　　　47.3％

収入済額（収入率）
予 算 額

民生費

総務費

公債費

土木費

教育費

 衛生費

消防費

その他

予算額　　２４１億１,９６６万円
支出済額　  81億1,636万円
支出率　　　　　　　33．7％

34億6,355万円

32億695万円

31億4,974万円

11億5,196万円（33.3%）

14億8,847万円（46.4%）

5億591万円（16.1%）

6億5,821万円（32.6%）

19億579万円

16億5,479万円

24億9,325万円

8億2,938万円（43.5%）

5億9,388万円（35.9%）

6億7,257万円（27.0%）

支出済額
予 算 額

（支出率）

一般会計 ≪歳入≫ ※ 繰越予算額を含む
※ 単位未満四捨五入

一般会計 ≪歳出≫ ※ 繰越予算額を含む
※ 単位未満四捨五入

特別会計

企業会計（上水道事業）

皆さんが国に納めた税金の一部が、地方公共団体の財政状況に応じて配分されるものです。

社会福祉や児童福祉にかかる費用です。

市の全般的な仕事にかかる費用です。

市債として借り入れたお金の返済にかかる費用です。

道路・橋りょう・河川・公園・住宅などの整備・維持にかかる費用です。

学校の運営や教育の振興などにかかる費用です。

医療や清掃などにかかる費用です。

消防団や防災などにかかる費用です。

議会費、農林水産業費、商工費などが含まれます。

皆さんから南丹市に納めていただく税金です。

事業実施のために、国や金融機関から借り入れるお金です。

特定の事業実施のために、国から交付されるお金です。

特定の事業実施のために、京都府から交付されるお金です。

各種基金（市の貯金）を取り崩して使うお金です。

国に納められた税金の一部が一定の基準に応じて配分されるものです。

各種交付金、使用料および手数料などが含まれます。

62億2,705万円
22億1,598万円（35.6%）

20億1,854万円

94億6,435万円
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名　　　称 予  算  額 収入済額 収 入 率 支出済額 支 出 率

国 民 健 康 保 険 事 業 36億9,330万円 14億3,739万円 38.9% 13億4,493万円 36.4%

介 護 保 険 事 業 42億5,178万円 18億1,407万円 42.7% 17億1,714万円 40.4%

市 営 バ ス 運 行 事 業 5,720万円 1,691万円 29.6% 2,392万円 41.8%

下 水 道 事 業 26億6,011万円 3億2,724万円 12.3% 11億6,606万円 43.8%

土 地 取 得 事 業 21万円 3万円 14.3% 3万円 14.3%

後期高齢者医療事業 4億8,868万円 1億5,013万円 30.7% 1億5,386万円 31.5%

区　　分 収入予算額 収入済額 収 入 率 支出予算額 支出済額 支 出 率
収益的 10億9,342万円 3億9,699万円 36.3% 11億1,441万円 2億4,196万円 21.7%
資本的 1億5,442万円 801万円 5.2% 7億792万円 1億6,485万円 23.3%


